
1 

 

Ⅰ．計画の目的と位置付け 

１. 計画の目的 

静岡市は、新市合併により市域地の中央部に位置し中核的緑地として位置づけられる有

度山の内、山頂部の日本平公園を新市発展のシンボルとして、整備事業の推進を図ること

となった。 

本計画は、昨年度（平成 18 年度）と２カ年にわたり、静岡市が本公園の整備に本格的

に取り組むにあたり、整備主体として今一度原点に立ち返り、将来展望を見据えながら整

備方針を明確に定め、計画施設の位置づけや施設整備の方法など、具体化に向けた基本構

想（平成 18 年度）、基本計画（平成 19 年度）の策定を目的とするものである。 

策定にあたっては、学識経験者等から成る検討委員会を設置し、基本構想及び基本計画

のとりまとめを行った。 

２. 計画の区域 

○基本構想：日本平山頂部の日本平公園（都市計画公園）区域 88.5ha 

○基本計画：基本構想で位置付けた利活用を主目的とする、山頂部デジタル塔付近から 

日本平ホテルにかけての比較的平坦な区域 33.0ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 本 平 公 園 88.5ha 
基本構想区域 88.5ha 
基本計画区域 33.0ha 

基本計画対象範囲 

基本構想対象範囲 
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３. これまでの経緯と本計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有度山総合整備計画 
平成元年 3 月 

(静岡市・清水市・静岡県) 

有度山全体の土地活用計画 

日本平公園基本構想・基本計画 
平成 4 年 3 月 

(静岡県) 

①日本平公園基本構想 
②日本平公園基本計画 

日本平山頂部展望施設等整備調査 
平成 15 年 1 月 

(旧静岡市・旧清水市) 

①有度山の整備方針 

②ゾーニングの見直し 

③新電波塔周辺計画

日本平公園基本構想 
平成 18 年度 

(静岡市) 

日本平公園基本構想の作成 

①基本方針の再検討 

②整備施設の再検討 

③具 体 化 案 の作 成 

見

直 見

直

日本平山頂部等活用基本計画 

平成 17 年 3 月 

(静岡市) 

ソフト・ハード両面からの活用提案 

続
き

←有度山整備の基本となっ

ている計画 

←日本平公園について初め

て策定された計画 

←有度山の土地活用見直し

が主体。日本平公園はゾ

ーニングの見直しまで。

電波塔周辺のみ具体の計

画を提案 

←広域的視点から見た日

本平山頂部の活用提案

を行なっている。

←「日本平山頂部展望施設

等整備調査」では取り上

げていない内容の検討

及び、ゾーニング以降の

具体性のある計画づく

りを行なった。 

日本平公園基本計画 

平成 1９年度 

(静岡市) 

日本平公園基本計画の作成 

①土地利用保全ゾーニング及び手法の検

討 

②景観風致形成手法の検討 

③事業手法の検討及び区域の設定

←前年度「基本構想」の内、

対象範囲について構想

案の具体化と実現化に

向けた課題を整理し、そ

の解決のための方策を

検討する。 

続
き


